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※令和元年度（平成31年4月を含む。）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

1.49 1.48 1.51 1.52 1.50 1.49 1.48 1.48 1.49 1.47 1.49 1.47

1.50 1.49 1.48 1.46 1.43 1.43 1.42 1.40 1.38 1.34 1.30

1.60 1.60 1.61 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 1.62 1.63 1.63 1.62

1.63 1.62 1.61 1.59 1.59 1.58 1.58 1.57 1.57 1.49 1.45

○季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による。 なお、令和元年12月以前の数値は、令和2年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

宮
崎 令和元年度

全
国

平成30年度

平成30年度

令和元年度

報道関係者 　各位

一般職業紹介状況（令和2年2月分）

　有効求人倍率〈季節調整値、倍〉　

令和２年２月の有効求人倍率（季節調整値）は、１．３０倍と前月より０．０４ポイント低下。

有効求人倍率は、５６ヶ月連続で１倍台を維持。

正社員有効求人倍率（原数値）は、０．９９倍と前年同月より０．０６ポイント低下。

雇用失業情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響がみられるものの、改善が続く中、求人が求職を大幅

に上回って推移している。

・令和2年2月の【有効求人倍率】(季節調整値)は、前月より0.04ポイント下回り1.30倍となった。
・【有効求職者数】は、前月比（季節調整値）で1.5％増、前年同月比（原数値）で0.5％減（5ヶ月連続）。

・【有効求人数】は、前月比（季節調整値）で1.6％減、前年同月比（原数値）で13.5％減（16ヶ月連続）。
・【新規求職者数】は、前年同月比（原数値）10.1％減、【新規求人数】は、前年同月比（原数値）17.3％減となった。
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（注）月別の数値は季節調整値

本県の労働市場における有効求人倍率（季節調整値）は、有効求職者数（同）が前月比1.5％増加し、有効求人数（同）は前月比1.6％減少したこと
から、前月より0.04ポイント下回り1.30倍となった。

新規求職者数（原数値）は、前年同月比で10.1％（498人）減少となった。なお、有効求職者数（原数値）は、前年同月比0.5％（94人）減少し5ヶ月連
続となっている。

新規常用求職者（パートを除く）を求職時の態様別にみると、前年同月比で在職者が19.3％（280人）減、離職者が4.8％（81人）減、無業者が34.1％
（84人）減となった。なお、離職者のうち、事業主都合離職者は10.4％（34人）減となっている。

一方、新規求人数（原数値）は、前年同月比で17.3％（1,868人）減少となった。また、有効求人数（原数値）は、前年同月比で13.5％（3,891人）の減
少で16ヶ月連続となっている。

新規求人数を産業別にみると、前年同月比で18産業中4産業で増加となった。内訳としては、情報通信業が45人（19.4%)増、公務，その他が32人
（10.2%)増、教育，学習支援業が28人（11.8%）増等となる一方、医療，福祉が492人（15.5%)減、、サービス業（他に分類されないもの）が432人（29.9%)
減、卸売業，小売業が282人（22.5%)減等（18産業中13産業で減少、1産業で増減なし。）となったことから、全体で1,868人（17.3%）の減少となった。
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有効求人倍率の動き
宮崎 平成30年度
宮崎 令和元年度
全国 平成30年度
全国 令和元年度

（倍）

宮崎労働局 Press Release

宮崎労働局発表

令和2年3月31日解禁

【照会先】
宮崎労働局職業安定部
部 長 大原 竜太
職 業 安 定 課長 清水 由美
地方労働市場情報官 岩下 利男

（代表電話）0985（38）8823

季節調整値

季節調整値
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１．新規求職の動き＜原数値＞

新規求職（パートを含む、人） ※令和元年度（平成31年4月を含む。）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

6,480 5,294 4,541 4,555 4,774 4,462 4,871 4,053 3,252 5,249 4,951 5,128 57,610

6,288 5,021 4,508 4,762 4,324 4,494 4,569 3,707 3,253 4,996 4,453 50,375

-3.0% -5.2% -0.7% 4.5% -9.4% 0.7% -6.2% -8.5% 0.03% -4.8% -10.1% -4.0%

２．新規求人の動き＜原数値＞

※令和元年度（平成31年4月を含む。）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

10,558 10,115 10,175 10,237 10,011 10,005 10,950 9,963 8,468 11,038 10,819 9,743 122,082

10,323 9,733 9,421 10,058 8,866 10,035 10,040 8,921 7,954 9,339 8,951 103,641

-2.2% -3.8% -7.4% -1.7% -11.4% 0.3% -8.3% -10.5% -6.1% -15.4% -17.3% -7.7%

３．職業紹介状況について（パートを含む）＜原数値＞

※令和元年度（平成31年4月を含む。）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

平成30年度 2,394 2,514 2,259 2,116 2,116 1,948 2,281 2,038 1,569 1,619 2,096 2,474 25,424

令和元年度 2,210 2,139 2,115 2,019 1,740 2,020 2,020 1,738 1,505 1,447 1,671 20,624

対前年同月比 -7.7% -14.9% -6.4% -4.6% -17.8% 3.7% -11.4% -14.7% -4.1% -10.6% -20.3% -10.1%

平成30年度 36.9% 47.5% 49.7% 46.5% 44.3% 43.7% 46.8% 50.3% 48.2% 30.8% 42.3% 48.2% 44.1%

令和元年度 35.1% 42.6% 46.9% 42.4% 40.2% 44.9% 44.2% 46.9% 46.3% 29.0% 37.5% 40.9%

（注）就職率は新規求職者数に対する比率

４．正社員有効求人倍率の動き＜原数値＞
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　　　　　　　　　　　　　　　　　<数値の対比は前年同月比>　　

次回公表予定日　令和2年4月28日（火）

平成30年度

令和元年度

対前年同月比

新規求人（パートを含む、人）

○【新規求人数】（原数値）は、8,951人で17.3％（1,868人）減少となった。

新規求人数を産業別にみると、前年同月比で18産業中4産業で増加となった。内訳としては、情報通信業が45人（19.4%)増、公
務，その他が32人（10.2%)増、教育，学習支援業が28人（11.8%）増等となる一方、医療，福祉が492人（15.5%)減、、サービス業（他
に分類されないもの）が432人（29.9%)減、卸売業，小売業が282人（22.5%)減等（18産業中13産業で減少、1産業で増減なし。）と
なったことから、全体で1,868人（17.3%）の減少となった。（別表8参照）

○【新規求職者数】（原数値）は、4,453人で10.1％（498人）減少となった。

新規常用求職者（パートを除く）を求職時の態様別にみると、前年同月比で在職者が19.3％（280人）減、離職者が4.8％（81人）
減、無業者が34.1％（84人）減となった。なお、離職者のうち、事業主都合離職者は10.4％（34人）減となっている。

また、パートを除く新規常用求職者を10歳刻みの年齢階層別（6区分）にみると、24歳以下が27.1％（132人）減、25～34歳が
15.0％（120人）減、35～44歳が12.4％（93人）減、45～54歳が8.6％（60人）減、55歳～64歳が7.7％（39人）減、65歳以上が0.7％（1
人）減で、全体では13.1％（445人）減となっている。 （別表7参照）

常用求職者を職業別にみると、「専門的・技術的職業」が10.7％（86人）減、「事務的職業」が24.1％（320人）減、「販売の職業」
が25.9％（82人）減、「サービスの職業」が16.2％（122人）減、「農林漁業の職業」が9.9％（8人）減、「生産工程の職業」が22.0％
（88人）減、「輸送・機械運転の職業」が0.6％（1人）減、「建設・採掘の職業」が12.5％（12人）減、「運搬・清掃等の職業」が12.6％
（83人）減となった。

○【職業紹介状況】は、紹介件数が1,182件（19.4%）減の4,898件となり、就職件数は425件（20.3%）減の1,671
件となった。就職率（対新規求職者）は、4.8ポイント下回って37.5％となった。

うち、パートの紹介件数は281件（15.4%）減の1,542件となり、就職件数は137件（18.1%）減の618件となった。
就職率（対新規求職者）は、7.5ポイント下回って41.2％となった。

○【正社員有効求人倍率】（原数値）は、0.99倍となり、前年同月比で0.06ポイント低下した。
（ 正社員有効求人数 11,593人 常用フルタイム有効求職者数11,753人 ）

※正社員有効求人倍率：正社員有効求人数／常用フルタイム有効求職者数。なお、常用フルタイム有効求職者数にはフルタイ
ムの派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率よりも低い値となる。
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別表１　職業紹介状況（新規学卒者を除きパートタイムを含む）

18,501 17,548 － 18,595 ▲0.5 

＊ 19,138 ＊ 18,853 1.5 19,091 －

２ 新規求職申込件数（件） 4,453 4,996 － 4,951 ▲10.1 

25,027 24,881 － 28,918 ▲13.5 

＊ 24,789 ＊ 25,201 ▲1.6 28,391 －

４ 新規求人数　　 　　（人） 8,951 9,339 － 10,819 ▲17.3 

５ 紹介件数　　 　　 　（件） 4,898 4,457 6,080 ▲19.4 

６ 就職件数　　 　　 　（件） 1,671 1,447 2,096 ▲20.3 

７ 就職率（6/2）　　　 （％） 37.5 29.0 42.3 ▲4.8 

８ 充足数  （件） 1,618 1,412 2,052 ▲21.2 

９ 充足率（8/4）　　　 （％） 18.1 15.1 19.0 ▲0.9 

宮崎県 1.30 1.34 ▲0.04 1.49

全 　国 1.45 1.49 ▲0.04 1.63

別表３　雇用保険一般受給者実人員の推移(基本手当基本分、人) 　　　※令和元年度（平成31年4月を含む。）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

平成29年度 3,540 4,395 4,290 4,489 4,914 4,568 4,591 4,229 3,828 3,874 3,706 3,670

平成30年度 3,581 4,444 4,200 4,553 4,607 4,331 4,371 4,024 3,774 3,839 3,590 3,462

令和元年度 3,579 4,141 4,034 4,566 4,635 4,596 4,458 4,098 3,935 3,922 3,670

　　　　(受給者実人員＝失業給付を実際に受けた受給資格者の実数をいう)

別表４　安定所別有効求人倍率（原数値、倍）

宮　崎 1.41 1.51 1.65 ▲0.24 

延　岡 1.22 1.23 1.30 ▲0.08 

日　向 1.07 1.07 1.26 ▲0.19 

都　城 1.63 1.69 1.95 ▲0.32 

日　南 0.95 1.02 1.19 ▲0.24 

高　鍋 1.20 1.27 1.25 ▲0.05 

小　林 1.42 1.48 1.53 ▲0.11 

県　計 1.35 1.42 1.56 ▲0.21 

対　前　月 対前年同月
令和2年2月 令和2年1月 増減率(差)

前年同月差
(ポイント)

平成31年2月

３ 月間有効求人数 （人）

１ 月間有効求職者数（人）

季節調整値

前　月　差
(ポイント)

（％） （％）
増減率(差)

令和2年2月 令和2年1月 平成31年2月

季節調整値

平成31年2月

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和元年12月以前の数値は、令和2年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

別表２　有効求人倍率（季節調整値、倍）

令和2年2月 令和2年1月
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令和2年2月

1.41 1.45 1.59

1.20 1.22 1.32

1.10 1.13 1.23

1.45 1.52 1.68

1.43 1.45 1.56

1.30 1.34 1.49

1.28 1.35 1.33

1.11 1.11 1.21

* 季節調整法はセンサス局法Ⅱ（Ⅹ-12-ARIMA）による。なお、令和元年12月以前の数値は、令和2年1月分公表時に新季節指数により改訂されている。

別表６　パートタイム職業紹介状況

6,719 6,399 6,387

1,501 1,662 1,551

8,368 8,138 9,602

3,192 3,313 3,588

1,542 1,394 1,823

618 522 755

588 499 723

18.4% 15.1% 20.2%

別表７　新規常用求職者の求職時の態様別内訳(パートを除く）

令和2年2月

平成31年2月

前年比

令和2年2月

平成31年2月

前年比

令和2年2月

平成31年2月

前年比

令和2年2月

平成31年2月

前年比

令和2年2月

平成31年2月

前年比

令和2年2月

平成31年2月

前年比

長　崎

福　岡

令和2年1月
前月差

(ポイント)
平成31年2月

▲0.04

増減率・差

鹿児島

沖　縄

宮　崎

▲0.02

▲0.03

佐　賀

熊　本

大　分

0.00

▲0.07

▲0.02

前年同月

▲0.04

▲0.07

（％）

１ 月間有効求職者数（人） 5.2 

２ 新規求職申込件数（件）

令和2年2月 令和2年1月 平成31年2月

３ 月間有効求人数　 （人）

▲3.2 

▲12.9 

４ 新規求人数　　 　　（人）

５ 紹介件数　　 　　 　（件）

▲11.0 

▲15.4 

６ 就職件数　　 　　 　（件）

７　充足数　　　　　　　（件）

▲18.1 

▲18.7 

８　充足率　　　　　　　（％） ▲1.8 

県　  計 24歳以下 25歳～34歳 35歳～44歳 45歳～54歳 55歳～64歳 65歳以上 合計

新規求職申込件数

355 681 654 636 468 151 2,945

487 801 747 696 507 152 3,390

▲ 27.1% ▲ 15.0% ▲ 12.4% ▲ 8.6% ▲ 7.7% ▲ 0.7% ▲ 13.1%

33 1,169

在職者

129 311 306 242 148

160 378 367 320 189 35 1,449

▲ 19.4% ▲ 17.7% ▲ 16.6% ▲ 24.4% ▲ 21.7% ▲ 5.7% ▲ 19.3%

離職者

193 336 317 368 294 106 1,614

198 378 366 349 295 109 1,695

▲ 2.5% ▲ 11.1% ▲ 13.4% 5.4% ▲ 0.3% ▲ 2.8% ▲ 4.8%

23

事業主都合

18 49 57 65 80 292

15 52 73 85 70 31 326

20.0% ▲ 5.8% ▲ 21.9% ▲ 23.5% 14.3% ▲ 25.8% ▲ 10.4%

自己都合

175 280 252 291 176 62 1,236

183 322 285 257 197 60 1,304

▲ 4.4% ▲ 13.0% ▲ 11.6% 13.2% ▲ 10.7% 3.3% ▲ 5.2%

12 16226 26

129 45 14 27

▲ 34.1%▲ 74.4% ▲ 24.4% 121.4% ▲ 3.7% 13.0% 50.0%

別表５　九州各県の有効求人倍率（季節調整値、倍）

23 8 246無業者

33 34 31
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別表８　産業別・規模別新規求人状況（原数値）
　　　　項　　　目

令和2年2月 令和2年1月 平成31年2月 前 年 同

 産業別・規模別 月 比 (%)

Ａ.B 農、林、漁業 257             208             323             ▲20.4

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 13               2                 11               18.2
Ｄ 建設業 702 583 756 ▲7.1

Ｅ 製造業 761 811 981 ▲22.4

食料品製造業 218             264             227             ▲4.0

飲料・たばこ・飼料製造業 45               37               100             ▲55.0

繊維工業 64               62               114             ▲43.9

木材・木製品製造業 111             61               68               63.2

家具・装備品製造業 10               5                 26               ▲61.5

パルプ・紙・紙加工品製造業 6                 5                 16               ▲62.5

印刷・同関連業 17               25               22               ▲22.7

化学工業 9                 50               20               ▲55.0

石油製品・石炭製品製造業 0                 0                 0                 - 

プラスチック製品製造業 28               34               32               ▲12.5

ゴム製品製造業 5                 13               4                 25.0

窯業・土石製品製造業 24               18               14               71.4

鉄鋼業 2                 2                 4                 ▲50.0

非鉄金属製造業 0                 0                 3                 ▲100.0

金属製品製造業 48               18               47               2.1

はん用機械器具製造業 26               22               64               ▲59.4

生産用機械器具製造業 27               18               21               28.6

業務用機械器具製造業 27               8                 58               ▲53.4

22               17               60               ▲63.3

電気機械器具製造業 21               32               23               ▲8.7

情報通信機械器具製造業 12 25 15 ▲20.0

輸送用機械器具製造業 20 63 23 ▲13.0
その他の製造業 19 32 20 ▲5.0

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 8 19 14 ▲42.9

Ｇ 情報通信業 277 205 232 19.4

Ｈ 運輸業、郵便業 391 461 480 ▲18.5

Ｉ 卸売業、小売業 973 1,065 1,255 ▲22.5

Ｊ 金融業、保険業 61 58 61 0.0

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 86 136 110 ▲21.8

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業 160 144 178 ▲10.1

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業 603 620 824 ▲26.8

宿泊業 75 120 142 ▲47.2

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業 289 215 332 ▲13.0

Ｏ 教育、学習支援業 266 186 238 11.8

Ｐ 医療、福祉 2,672 2,908 3,164 ▲15.5

Ｑ 複合サービス事業 73 102 101 ▲27.7

Ｒ 1,014 1,272 1,446 ▲29.9
Ｓ.T 公務、その他 345 344 313 10.2

8,951 9,339 10,819 ▲17.3

5,546 5,734 6,739 ▲17.7

2,248 2,285 2,693 ▲16.5
805 975 991 ▲18.8
125 166 240 ▲47.9
163 67 103 58.3
64 112 53 20.8

求 人 状 況

産業分類は、平成25年10月改定の「日本標準産業分類」に基づく。

電子部品・デバイス・電子回路製造業

サービス業（他に分類されないもの）

合                計

規
　
模
　
別

３００～４９９人

　　    　　　　 　２９人以下

５００～９９９人
１，０００人以上

３０～９９人　　
１００～２９９人
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正社員の有効求人倍率（原数値）の推移
参考資料 １

○ 正社員有効求人倍率は、０．９９倍と前年同月比で０．０６ポイント低下。

（資料出所） 宮崎労働局集計
※数値は原数値。
※正社員とは、パートタイムを除く常用のうち、勤め先で正社員・正職員などと呼称される正規労働者をいう。
※正社員有効求人倍率＝正社員有効求人数／常用フルタイム有効求職者数。なお、常用フルタイム有効求職者にはフルタイムの派遣労働
者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。

※令和元年は、平成31年1月～4月を含む。

（倍）

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

1月 0.45 0.43 0.46 0.40 0.28 0.25 0.34 0.39 0.42 0.51 0.59 0.68 0.82 0.98 1.05 1.03

2月 0.43 0.44 0.47 0.40 0.26 0.24 0.35 0.38 0.42 0.51 0.58 0.69 0.81 0.97 1.05 0.99

3月 0.41 0.43 0.43 0.38 0.24 0.24 0.33 0.37 0.41 0.50 0.57 0.67 0.77 0.93 1.01

4月 0.36 0.39 0.38 0.33 0.21 0.22 0.30 0.34 0.37 0.46 0.53 0.64 0.74 0.90 0.98

5月 0.32 0.39 0.35 0.32 0.19 0.21 0.29 0.34 0.36 0.46 0.52 0.65 0.75 0.90 0.97

6月 0.30 0.38 0.35 0.29 0.18 0.21 0.30 0.34 0.38 0.48 0.52 0.67 0.77 0.95 1.00

7月 0.31 0.38 0.35 0.30 0.19 0.22 0.31 0.35 0.40 0.49 0.55 0.67 0.79 0.96 0.99

8月 0.32 0.41 0.37 0.32 0.19 0.24 0.33 0.37 0.43 0.51 0.59 0.71 0.82 0.96 0.98

9月 0.34 0.41 0.38 0.32 0.20 0.26 0.33 0.38 0.45 0.53 0.61 0.73 0.85 0.97 1.01

10月 0.36 0.41 0.39 0.31 0.21 0.27 0.33 0.39 0.46 0.54 0.63 0.76 0.87 0.99 1.04

11月 0.43 0.39 0.44 0.39 0.31 0.21 0.29 0.35 0.40 0.47 0.58 0.66 0.77 0.90 1.01 1.07

12月 0.44 0.41 0.45 0.41 0.30 0.23 0.33 0.37 0.42 0.50 0.59 0.68 0.81 0.94 1.06 1.10



「就業地別の求人を用いた有効求人倍率」とは
→実際に就業する都道府県を求人地として集計した有効求人倍率。なお、通常発表している都道府県別
の有効求人倍率は、求人を受理した場所を求人地として集計している。

○ 本社が多く所在する地域では、受理地別の有効求人倍率より「就業地別の求人数を用いた有効求人倍
率」が低い傾向がある。

○ 宮崎県の「就業地別の求人を用いた有効求人倍率」は1.45倍で受理地別の有効求人倍率（1.30倍）
より0.15ポイント高い。

※ 数値は季節調整値。季節調整法は、センサス局法Ⅱ（X－12－ARIMA）による。なお、令和元年12月以前の数値は、令和2年1月分公表時に
新季節指数により改訂されている。

※ 有効求職者数は求職を受理したハローワークが所在する都道府県単位で集計。
※ 季節求人については受理所を就業地とみなしている。
※ 1件の求人に複数の就業地があり、就業地毎の求人数が明確でない場合、それぞれの就業地に順番に求人数を割り当てて配分している。

【参考指標】就業地別の求人数を用いた有効求人倍率（季節調整値）（令和2年2月）

（資料出所）宮崎労働局

①
有効求職者数

②
有効求人数

③
就業地別
有効求人数

④
有効求人倍率

⑤
【参考指標】
就業地別

有効求人倍率

⑥差

②／① ③／① ⑤－④

平成31年

2月 19,091 28,391 31,326 1.49 1.64 0.15 

3月 19,090 28,112 30,914 1.47 1.62 0.15 

4月 18,911 28,299 31,013 1.50 1.64 0.14 

令和元年

5月 18,950 28,194 31,110 1.49 1.64 0.15 

6月 18,966 27,976 30,877 1.48 1.63 0.15 

7月 18,950 27,583 30,605 1.46 1.62 0.16 

8月 18,979 27,233 30,335 1.43 1.60 0.17 

9月 18,884 27,010 30,142 1.43 1.60 0.17 

10月 18,801 26,656 29,818 1.42 1.59 0.17 

11月 18,875 26,516 29,583 1.40 1.57 0.17 

12月 18,759 25,859 28,995 1.38 1.55 0.17 

令和2年
1月 18,853 25,201 28,141 1.34 1.49 0.15

2月 19,138 24,789 27,707 1.30 1.45 0.15

参考資料 ２



 
 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

ハローワークの主要指標等の実績（令和２年１月分）について 

 

 

平成 27 年度から、ハローワークの更なる機能強化を図るため、「ハローワークの

マッチング機能に関する業務の評価・改善」の取組を全国で実施しております。 
今回、宮崎労働局の各ハローワークの主要指標等の実績（令和 2年 1月分）を別

添資料のとおりとりまとめましたので、お知らせいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜宮崎労働局ＨＰ＞ 
https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/ 
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Press Release 
 

課        長  清水 由美 
地方職業指導官  橋本 信一 

宮崎労働局職業安定部職業安定課 

※今年度の各月の実績については宮崎労働局ＨＰ上

に掲載しており、以下のＱＲコードからアクセス

できます。          



ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組（概要）

• 現行の取組（就職率等を指標にしたＰ
ＤＣＡサイクルによる目標管理）を拡充
し、業務の質の指標を追加。

• 地域の雇用の課題を踏まえ重点とする
業務に関する指標を追加。

• 中長期的な就職支援の強化のため、
職員の資質向上や継続的な業務改善
の取組を推進。

ＰＤＣＡサイクルによる
目標管理・業務改善の拡充

• 業務の成果や目標達成状況等を定期
的に公表

→主要指標の実績を毎月、総合評価を年度
終了後に公表

• 業務の成果や質、職員の資質向上・業
務改善の取組等の実施状況をもとにハ
ローワークの総合評価を実施。

→労働市場の状況や業務量が同程度のハ
ローワークをグループに分け、その中で
比較し評価

• ハローワークごとに実績・総合評価及び
業務改善の取組等をまとめ、労働局が
公表。

• 労働局は地方労働審議会、本省は労
働政策審議会に報告。

①評価結果等をもとに労働局・ハ
ローワークに対する問題状況の改
善指導

②改善計画を作成、本省・労働局が
重点指導（評価期間終了後）

③好事例は全国展開（評価期間終
了後）

重点的に取り組んだ事項、業務改善を

図った事項、業務改善が必要な事項、

総合評価、基本統計データ、指標ごと

の実績及び目標達成状況などを公表

• 評価結果等をもとに本省・労働局によ

る重点指導や好事例の全国展開等を

実施。

短
期
的
な
成
果
の
向
上
だ
け
で
な
く
中

長
期
的
な
業
務
の
質
向
上
・業
務
改
善

を
図
り
就
職
支
援
を
強
化

主要業務
の成果の向上

サービスの質向上
地域の課題への対応

職員の資質向上の取組

継続的な業務改善の取組等

○ ハローワークの機能強化を図るため、平成２７年度から「ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・ 改善の取組」が
スタートしました。

○ 地域の雇用の課題を踏まえた成果目標を掲げるとともに、主要指標等については、毎月実績を公表します。また、年度終了後
には、当該年度の取組の総合的な評価をハローワークごとにまとめ、公表します。

○ 労働市場の状況や業務量が同程度の全国のハローワークをグループ分けし、その中で比較・評価を行い、その後の業務改善
に活かします。

ハローワークのマッチング機能の
総合評価・利用者への公表

評価結果等に基づく
全国的な業務改善

１



※雇用保険受給者の早期再就職件数は、基本手当の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して早期に再就職した件数です。なお、当該実績については
１月遅れての公表となります。

宮崎労働局管内のハローワークにおける取組について①【主要３指標】

○ ハローワークでは、お仕事を探されている求職者の方に対する各種就職支援、また人材を確保したい地
域の企業に対する求人充足支援などを中心に様々なサービスを展開しております。

○ 各ハローワークでは、管内の特徴的を踏まえ、それぞれの課題に応じた取組を実施しております。
○ 令和元年度の各ハローワークの主要指標等の目標値及び実績値は以下のとおりです。

③雇用保険受給者の
早期再就職件数（※）

２

１．主要３指標について

年度目標 1月実績 年度累計 進捗率

安定所

①就職件数

（常用）

②充足件数

（常用、受理地ベース）

年度目標 1月実績 年度累計 進捗率 年度目標 12月実績 年度累計 進捗率

8,101件 457件 6,421件 79.3％

2,512件 159件 2,032件 80.9％

2,050件 141件 1,714件 83.6％

4,151件 253件 3,219件 77.5％

1,205件 68件 921件 76.4％

1,729件 93件 1,330件 76.9％

1,526件 92件 1,168件 76.5％

21,274件 1,263件 16,805件 79.0％

2,387件 170件 2,033件 85.2％

646件 50件 620件 96.0％

515件 49件 454件 88.2％

1,226件 97件 1,046件 85.3％

400件 44件 350件 87.5％

515件 48件 504件 97.9％

406件 34件 341件 84.0％

6,095件 492件 5,348件 87.7％

7,674件 424件 6,091件 79.4％

2,879件 173件 2,270件 78.8％

2,182件 151件 1,817件 83.3％

4,253件 240件 3,290件 77.4％

1,383件 78件 1,080件 78.1％

2,096件 110件 1,590件 75.9％

1,677件 110件 1,295件 77.2％

22,144件 1,286件 17,433件 78.7％

宮 崎

延 岡

日 向

都 城

日 南

高 鍋

小 林

宮崎労
働局計

＊令和元年度は平成31年4月を含む。



ハローワーク宮崎

ハローワーク日向

ハローワーク宮崎

重 点 指 標
年 度
目 標

1月実績 累 計 進捗率

①生活保護受給者等
の就職件数

297件 18件 217件 73.1％

②障害者の就職件数 507件 28件 462件 91.1％

③ハローワークの職業紹
介により正社員に結びつ
いたフリーター等の件数

1,296件 51件 770件 59.4％

④正社員求人数 22,188件 1,835件 17,643件 79.5％

⑤正社員就職件数 3,792件 227件 3,049件 80.4％

⑥人材不足分野の就職
件数

2,334件 148件 2,016件 86.4％

⑦生涯現役支援窓口で
の65歳以上の就職件数

122件 11件 107件 87.7％

ハローワーク延岡

重 点 指 標
年 度
目 標

1月実績 累 計 進捗率

①マザーズハローワー
ク事業における担当者
制による就職支援を受
けた重点支援対象者
の就職率

92.7％ 100.0％ 96.6％ －

②正社員求人数 6,098件 471件 4,619件 75.7％

③正社員就職件数 1,364件 89件 1,132件 83.0％

④生涯現役支援窓口で
の65歳以上の就職件数

56件 5件 62件 110.7％

宮崎労働局管内のハローワークにおける取組について②【各ハローワークの課題別指標】

※各ハローワーク管内の課題に応じて、ハローワーク毎に目標を設定しています。

２．各ハローワークにおける課題別の重点指標について

※重点指標の設定数・目標数値は、ハローワークの規模により異なります。

ハローワーク延岡

３



ハローワーク宮崎

ハローワーク日向

重 点 指 標
年 度
目 標

1月実績 累 計 進捗率

①障害者の就職件数 78件 2件 61件 78.2％

②正社員求人数 2,684件 227件 1,917件 71.4％

③正社員就職件数 701件 43件 508件 72.5％

重 点 指 標
年 度
目 標

1月実績 累 計 進捗率

①正社員求人数 3,467件 289件 2,937件 84.7％

②正社員就職件数 986件 56件 710件 72.0％

③人材不足分野の就職
件数

566件 34件 485件 85.7％

重 点 指 標
年 度
目 標

1月実績 累 計 進捗率

①正社員求人数 3,364件 234件 2,969件 88.3％

②正社員就職件数 883件 56件 732件 82.9％

③人材不足分野の就職
件数

515件 45件 432件 83.9％

ハローワーク日南

重 点 指 標
年 度
目 標

1月実績 累 計 進捗率

①生活保護受給者等の
就職件数

170件 15件 174件 102.4％

②マザーズハローワーク
事業における担当者制
による就職支援を受けた
重点支援対象者の就職
率

92.7% 94.4％ 92.0％ －

③正社員求人数 11,276件 765件 8,903件 79.0％

④正社員就職件数 2,239件 132件 1,761件 78.7％

⑤生涯現役支援窓口で
の65歳以上の就職件数

56件 9件 104件 185.7％

※ 「公的職業訓練修了3ヶ月後の就職件数」の実績については、６月遅れての公表となります。

ハローワーク日向

重 点 指 標
年 度
目 標

1月実績 累 計 進捗率

①公的職業訓練の修了
３ヶ月後の就職件数
（※）

98件 2件 86件 87.8％

②正社員求人数 3,688件 296件 3,139件 85.1％

③正社員就職件数 935件 74件 852件 91.1％

ハローワーク都城

４

ハローワーク日南

ハローワーク高鍋

ハローワーク小林
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宮崎労働局 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大に

よる影響を踏まえた中小企業等への対応について 
 

 

新型コロナウイルス感染症が経済活動に影響を及ぼす中、中小企業・小規模事業者

（以下「中小企業等」という。）から、労働基準関係法令への対応に困難を伴う状況が

ある旨の声が寄せられているところです。 

このため、厚生労働省は、別添資料のとおり、都道府県労働局及び労働基準監督署

においては、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影

響に配慮することとしましたのでお知らせいたします。 

 

 

 

（資料１）令和２年３月 17 日付け厚生労働省発基 0317 第 17 号「新型コロナウイル

ス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた中小企業等への

対応について」 

（資料２）ポンチ絵（資料１の概要） 

（資料３）リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響による特別相談窓口につ

いて」 

（資料４）リーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金

の特例を追加実施します」 

（資料５）リーフレット「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

（労働者を雇用する事業主の方向け）」 

（資料６）リーフレット「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

（委託を受けて個人で仕事をする方向け）」 

（資料７）リーフレット「『時間外労働等改善助成金』新型コロナウイルス感染症対

策のためのテレワークコースのご案内」 

 

 

 

【照会先】 

宮崎労働局労働基準部監督課 

 課 長  上田 徹也 

 監 察 監 督 官  佐々木 大樹  

(電話) 0985-38-8834 

（FAX） 0985-38-8830 

宮崎労働局発表 

令和２年３月 31 日 
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厚生労働省発基 0317 第 17 号 

令 和 ２ 年 ３ 月 17 日 

 

 

 

都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働事務次官 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による 

影響を踏まえた中小企業等への対応について 

 

 新型コロナウイルス感染症が経済活動に影響を及ぼす中、中小企業・小規模事

業者（以下「中小企業等」という。）から、労働基準関係法令への対応に困難を

伴う状況がある旨の声が寄せられているところである。 

このため、下記のとおり、都道府県労働局及び労働基準監督署においては、新

型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響に配慮

すること等を徹底するよう、命により通達するので、万全を期されたい。 

 

記 

 

１ 中小企業等への配慮 

労働施策基本方針（平成 30 年 12 月 28 日閣議決定)第２章の１⑶では、「中

小企業等における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事

情に配慮し中小企業等の立場に立った対応を行い、労働基準法、労働安全衛生

法等の労働基準関係法令に係る違反が認められた場合においても、当該中小企

業等の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な改善を促していく」とされている。 

この閣議決定における「その他の事情」には、新型コロナウイルス感染症の

発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響も含まれるものであること。 

もとより、中小企業等への対応においては、中小企業等の立場に立った丁寧

な相談・支援を行うこととしているところであるが、今般の新型コロナウイル

ス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響についても、十分に配

慮するものであること。 

このため、中小企業等に対する相談・支援に当たっては、新型コロナウイル

ス感染症の発生及び感染拡大による影響を十分勘案し、労働基準関係法令の趣

1 0 年 保 存 

機 密 性 １ 

令 和 ２ 年 ３ 月 1 7 日 か ら 

令和 12 年３月 16 日まで 
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旨を踏まえた自主的な取組が行われるよう、きめ細かな対応を図ること。併せ

て、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止の観点から、当該中小企業等

の置かれた状況に応じ、時差出勤やテレワークについて必要な周知等を行うこ

と。 

 

２ 労働基準法第 33 条の解釈の明確化 

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、人命や公益の観点から緊急

に業務を行わなければならない場合も想定される。 

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 33 条第１項では、災害等による臨

時の必要がある場合においては、労働基準監督署長の許可を受けて、又は事後

の届出により、法定の労働時間を延長し、必要な限度において労働させること

ができることが規定されている。 

  これについては、新型コロナウイルス感染症に感染した患者を治療する場

合、手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウ

イルス感染症対策を行う場合及び新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐた

めに必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産又は製造する場合等が

対象になり得るものであること。 

また、労働基準法第 33 条第１項の運用においては、このほか、人命・公益

を保護するために臨時の必要がある場合には、これに該当し得るとしていると

ころであり、状況に応じた迅速な運用を図ること。 

なお、労働基準法第 33 条第１項に基づく時間外・休日労働は、あくまで必

要な限度の範囲内に限り認められるものであり、やむを得ず月に 80 時間を超

える時間外・休日労働を行わせたことにより 疲労の蓄積の認められる労働者

に対しては、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を講じる必要が

あること。 

 

３ １年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化 

今般の新型コロナウイルス感染症に関連して、人手不足のために労働時間が

長くなる場合や、事業活動を縮小したために労働時間が短くなる場合等につい

ては、１年単位の変形労働時間制を導入することが考えられる。一方で、新型

コロナウイルス感染症対策により、１年単位の変形労働時間制を既に採用して

いる事業場において、当初の予定どおりに１年単位の変形労働時間制を実施す

ることが困難となる場合も想定される。 

  このように、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに１

年単位の変形労働時間制を実施することが企業の経営上著しく不適当と認め

られる場合には、特例的に、１年単位の変形労働時間制の労使協定について、



 

3 

 

労使で合意解約をし、又は協定中の破棄条項に従って解約し、改めて協定し直

すことも可能であること。 

  なお、解約までの期間を平均し、１週 40 時間を超えて労働させた時間につ

いて割増賃金を支払うなど協定の解約が労働者にとって不利になることのな

いよう留意すること。 

 

４ 36 協定の特別条項の考え方の明確化 

労働基準法第 36 条第１項に規定する協定（以下「36 協定」という。）にお

いては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合（特別条項）には、

限度時間を超えることができるとされている。 

今般の新型コロナウイルス感染症の状況については、36 協定の締結当時に

は想定し得ないものであると考えられるため、例えば、36 協定の「臨時的に

限度時間を超えて労働させることができる場合」に、繁忙の理由が新型コロナ

ウイルス感染症とするものであることが明記されていなくとも、一般的には、

特別条項の理由として認められるものであること。 

  なお、現在、特別条項を締結していない事業場においても、法定の手続を踏

まえて労使の合意を行うことにより、特別条項付きの 36 協定を締結すること

が可能であること。 

 

５ 地域の中小企業等への周知 

労働局長は、上記１から４までについて、あらゆる機会を通じて、地域の中

小企業等への周知を徹底すること。 

 



新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大による影響を踏まえた
中小企業等への対応について（概要）

（令和２年３月17日付厚生労働省発基0317第17号 厚生労働事務次官依命通達）

現在の状況と依命通達の趣旨

○新型コロナウイルス感染症が経済活動に影響を及ぼす中、中小企業・小規模事業者（以下「中小企業等」という。）から、労働基準
関係法令への対応に困難を伴う状況がある旨の声が寄せられている。

都道府県労働局及び労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響に
配慮すること等を徹底するよう、厚生労働大臣から事務次官に対して指示 → この趣旨を3月17日の記者会見において厚生労
働大臣から説明するとともに、事務次官から依命通達を発出

▶労働施策基本方針（平成30年12月28日閣議決定）における「その他の事情」には、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企
業等に与える影響も含まれることを明確化。

○労働施策基本方針（平成30年12月28日閣議決定）（抄）
（略）中小企業等における労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情に配慮し中小企業等の立場に立った対応を行い、労働基準法、労働安全衛生法等の労働基準
関係法令に係る違反が認められた場合においても、当該中小企業等の事情を踏まえ、使用者に対し自主的な改善を促していく。

１．中小企業等への配慮

▶労働基準法第33条第１項（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等の延長）の対象となり得る場合を明確化。

＜労働基準法第33条第１項の対象となり得る場合＞ ※このほか、人命・公益を保護するために臨時の必要がある場合も該当し得る
○ 新型コロナウイルス感染症に感染した患者を治療する場合
○ 手厚い看護が必要となる高齢者等の入居する施設において新型コロナウイルス感染症対策を行う場合
○ 新型コロナウイルスの感染・蔓延を防ぐために必要なマスクや消毒液、医療機器等を緊急に増産又は製造する場合

▶１年単位の変形労働時間制を採用している事業場において、新型コロナウイルス感染症対策のため、当初の予定どおりに制度を実施することが企
業の経営上著しく不適当と認められる場合には、制度の途中であっても、労使協定を締結し直すことも可能であることを明確化。

３．１年単位の変形労働時間制の運用の柔軟化

▶繁忙の理由が新型コロナウイルス感染症によるものである場合には、36協定の特別条項に明記されていなくとも、「臨時的な特別の事情がある
場合」の理由として認められるものであることを明確化。

４．36協定の特別条項の考え方の明確化

２．労働基準法第33条の解釈の明確化



新型コロナ感染症の影響による
特別労働相談窓口について

宮崎労働局では、新型コロナ感染症の影響による特別労働相談
窓口を設置し、労働に関する相談対応を行っています。

事業主・労働者の皆様へ

厚生労働省宮崎労働局 （R02.3）

相談項目 担当窓口（電話番号）

雇用調整助成金に関すること 職業対策課 ０９８５－３８－８８２４

労働基準に関すること
就業規則・休業・休暇・賃金・労働時間・解雇予告手当等

監督課 ０９８５－３８－８８３４

業務改善助成金、時間外労働等改善助成金
に関すること

雇用環境・均等室 ０９８５－３８－８８２１

解雇・雇止め、ハラスメントその他民事に関すること 雇用環境・均等室 ０９８５－３８－８８２１

安全衛生に関すること
健康診断、衛生委員会等

健康安全課 ０９８５－３８－８８３５

雇用保険に関すること 職業安定課 ０９８５－３８－８８２３

労災保険に関すること 労災補償課 ０９８５－３８－８８３７

相談項目がお決まりの方はこちらにお問い合わせください。
労働局の各担当窓口が対応いたします。

特別相談窓口：０９８５－３８－８８２１（雇用環境・均等室）

受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土日、祝祭日除く。）

受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土日、祝祭日は除く。）

また、厚生労働省に、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関する
コールセンターが設置されています。

コールセンター：０１２０－６０－３９９９
開設時間：午前９時００分から午後９時００分まで（土日、祝祭日含む。）

厚生労働省のHP(https://www.mhlw.go.jp)では、制度の情報や企業や
労働者の方向けQAを随時発信していますので、こちらもご参照ください。

県内各労働基準監督署・ハローワークにも特別相談窓口を設置しています。
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宮崎労働局・労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）の 

行事予定（令和２年４月） 

 

 

宮崎労働局（局長 名田 裕）は、宮崎労働局及び県内各労働基準監督署・各公

共職業安定所（ハローワーク）の主要な行事予定を取りまとめました。 

取材・報道等にご活用ください。 

【照会先】 

宮崎労働局 雇用環境・均等室 

室   長   丸山 太一 

監 理 官    多田 真理子 

企画・調整係   柴田 健太郎 

（代表電話）０９８５－３８－８８２１ 

（直通電話）０９８５－３８－８８２１ 

宮崎労働局 
Press Release 

宮 崎 労 働 局 発 表 
令和２年３月 31 日解禁 
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令和２年４月　宮崎労働局・監督署・安定所（ハローワーク）主要行事予定表

４月 主要行事（労働局・監督署・安定所）
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宮崎市橘通東3-1-22

宮崎合同庁舎

TEL：0985(38)8821

FAX：0985(38)5028

令和２年度の宮崎労働局は働き

方改革の推進による労働環境の整

備・生産性の向上等を図ります。

●改革による労働環境の整備、生

産性向上の推進

①改革に取り組む中小企業・小規

模事業者等に対する支援

みやざき働き方改革推進支援セ

ンターにおいて、長時間労働の是

正、同一労働同一賃金、生産性向

上による賃金引上げ、人材不足対

応について、相談対応やセミナー

開催によって企業を支援します。

②総合的なハラスメント対策推進

職場におけるハラスメント撲滅

のために改正法や指針の周知に努

めます。

③労働時間法制の見直しへの対応

事業主に対して法制度の周知を

図り、特に中小規模の事業場に寄

り添った、きめ細かな相談・支援

主な取り組み

令和２年度 宮崎労働局行政運営方針

超強力に令和２年度運営方針のあらまし

表
紙
の
「
か
え
る
っ
ち
ゃ
が
！
働
き
方
」
は
、
①
働

き
方
を
変
え
る
、
②
家
に
早
く
帰
る
、
③
県
外
か
ら

宮
崎
に
帰
る
、
と
い
う
意
味
を
込
め
て
い
ま
す
。

☎ 0985-38-8821

新型コロナ感染症の影響による

特別労働相談窓口

開設時間 8:30～17:15
（土日、祝祭日除く）

宮崎労働局では２月14日か

ら「新型コロナ感染症の影響

による特別労働相談窓口」を

開設しています。多くの事業

主や労働者の方から休業に関

する相談や雇用調整助成金に

ついての質問が寄せられてい

ます。県内の各労働基準監督

署、ハローワークでも相談を

行っており、3月23日時点で

計595件の相談がありました。

こうした中、3月12日に名田宮崎

労働局長は宮崎県社会保険労務士

会を訪問し、感染症対策に関する

厚生労働省の施策の周知について

協力を依頼しました。具体的には、

小学校休業等対応助成金の新設、雇

用調整助成金の特例措置の拡大等で

すが、そのほかに、労働基準監督署

等へ来庁せずに届出ができる電子申

請についても、社労士会のホームペー

ジや会員社労士を通じて周知を図っ

ていただくよう依頼し、同会からは

快く了解をいただきました。

今後、宮崎労働局は社労士会と連

携して情報を発信していきます。

宮崎労働局は、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止のため、

３月16日に予定していた第２回宮

崎地方労働審議会を、従来の参集

方式に代えて、持ち回り方式によ

り実施しました。18名の委員へ令

和２年度宮崎労働局行政運営方針

（案）を送付し、意見を求めたと

ころ、「県内の働き方改革の取組

状況」「外国人労働者への支援策」

など計10件の意見が

寄せられました。回

答などをとりまとめ

た議事概要は作成次

第ＨＰで公表します。

宮崎県社会保険労務士会に要請
酒
井
会
長
（
左
）
へ
要
請
す
る
名
田
局
長
（
右
）

を行います。

④長時間労働の是正

過重労働が行われているおそれ

のある事業場に対して適正な労働

時間管理及び健康管理に関する窓

口指導、監督指導等を徹底します。

⑤雇用形態に関わらない公正な待

遇の確保

パートタイム・有期雇用労働法、

改正労働者派遣法の周知を図り、

また、労働者が安心して相談でき

る窓口を設置します。

●高年齢者、就職氷河期世代、女

性等の多様な人材の活躍促進、人

材投資の強化

①多様な人材の活躍促進

外国人材の受入れの環境整備や

女性、障害者・高齢者、就職氷河

期世代に対して就職支援を強化し

ます。また若者の県外流出や早期

離職を防止するため、自治体や学

校などと連携し県内企業の魅力を

より多くの学生に伝えていきます。
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２月２５日、宮崎労働局は就職に

向けて支援を受けている障害者の

方や、求職中の障害者を対象に企

業訪問バスツアーを行いました。

これは障害者の方が実際に働いて

いる現場を見学することで、企業

で働くことへの具体的なイメージ

を持つこと、また企業がどのよう

な職業能力を求めているかを理解

することを目的としたものです。

当日は、県南7つ

の支援機関から１

９名の障害者と９

名の支援者が参

加し、豆腐製造

と養鰻の現場を

見学しました。

さらに３月４

日には、自己理

解をさらに深め

るため、バスツ

アー後に「自分のつよみを見つけ

よう」をテーマにしたワークも開

催し、10名が参加しました。参加

者からは「仕事をするために必要

なことがわかった」「自分にでき

そうかどうかがよくわかった」

「現場の雰囲気がよくわかった」

「働いてみたい」など今後の就職

に向けて意欲を新たにしていただ

きました。

県内企業の「働き方改革」を推

進するため、宮崎労働局は3月4日

に宮崎ガス株式会社（宮崎市）を

訪問し、河野取締役総務部長から

取組についてお話を伺いました。

同社では以前から年次有給休暇の

取得しやすい環境を整備し、高い

取得率となっているそうです。

また、毎週水曜日をノー残業デー

に設定し、定時退庁を促している

ということです。さらに、近年は

女性の採用が以前に比べて増えて

おり、現場監督などにも女性が就

く等、女性活躍推進にも今後取り

組んでいくということで、宮崎労

働局からは、更なる取組の推進を

お願いしました

都城労働基準監督署は、2月28

日、無災害記録証伝達式を執り行

いました。住友ゴム工業株式会社

宮崎工場（都城市）が500万時間無

災害を達成したことから厚生労働

省第1種無災害記録証を授与した

ものです。同工場は自動車タイヤ

などを製造しており、約1,500名の

労働者が勤務する事

業場で平成30年5月2

2日以降、無災害を継

続しています。

障害をお持ちの求職者ら28名参加

仕
事
内
容
を
熱
心
に
聞
く
求
職
者
の
皆
さ
ん

河
野
部
長
（
右
）
へ
要
請
す
る
丸
山

雇
用
環
境
・
均
等
室
長
（
左
）

石
田
工
場
長
（
右
）
と
新
盛
署
長
（
左
）

住友ゴム工業（株）宮崎工場

宮崎労働局は、宮崎市の有限会

社ケアプロジェクトをプラチナく

るみん・くるみん認定し、３月２４

日認定通知書交付式を行いました。

５００万時間！

プラチナくるみんはくるみ

んよりも高い水準の要件を満

たす必要があり、宮崎労働局

で認定を行うのは２社目。

同社は、計画期間における

育休取得率が男性５０％、女

性１００％である等、１２項目

の特例認定基準を満たし認定

されました。

また、多様な働き方を選択

できるよう短時間正社員制度

を導入する等の取組も実施。

吉野副社長は、「妊娠したスタッ

フにおめでとうと言える環境を作

りたかった。また、育休取得後に

復帰したいと思える会社にしたかっ

たので、プラチナくるみんを取得

できて良かった。今後も取組を継

続したい。」と語られました。

今後も認定企業として、県内事

業所の範となる、さらなる躍進を

期待しています。

仕事と育児の両立支援に熱心に取り組む

有限会社ケアプロジェクト
右
か
ら
丸
山
雇
用
環
境
・
均
等
室
長
、
（
有
）
ケ

ア
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
小
原
執
行
役
員
、
吉
野
副
社

長
、
名
田
労
働
局
長


